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三
十
八
号
）
に
基
づ
く
市
街
地
再
開
発
事
業
と
し
て
、
業
務
・
商

業
・
住
宅
・
文
化
・
教
育
等
の
機
能
を
持
っ
た
高
層
・
低
層
建
築

物
を
新
築
し
、
複
合
的
な
市
街
地
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
計

画
地
は
、
条
例
第
四
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
「
良
好
な
環
境
を

確
保
し
つ
つ
都
市
機
能
の
高
度
化
を
推
進
す
る
地
域
」
（
特
定
の

地
域
）
に
位
置
し
て
い
る
。

四　

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
日
影
、
電
波
障
害
、

風
環
境
、
景
観
及
び
史
跡
・
文
化
財
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ

の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

五　

評
価
書
の
縦
覧

㈠　

期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
日
ま
で
。
た

だ
し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡　

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢　

場
所

ア　

港
区
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
支
援
部
環
境
課

港
区
芝
公
園
一
丁
目
五
番
二
十
五
号

イ　

渋
谷
区
環
境
政
策
部
環
境
整
備
課

渋
谷
区
宇
田
川
町
一
番
一
号
十
二
階

ウ　

目
黒
区
環
境
清
掃
部
環
境
保
全
課

目
黒
区
上
目
黒
二
丁
目
十
九
番
十
五
号

エ　

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号　

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

オ　

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号　

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

目

次

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

渋
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
百

二
十
九
号
玉
川
上
水
旧
水
路
緑
道
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
令
和
十
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

　

な
し

使
用
の
部
分

　

�

渋
谷
区
代
々
木
三
丁
目
、
代
々
木
四
丁

目
、
初
台
一
丁
目
、
西
原
一
丁
目
、
西

原
二
丁
目
及
び
幡
ヶ
谷
一
丁
目
各
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
八
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
六
本
木
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業
に
つ
い
て
、

環
境
影
響
評
価
書
及
び
そ
の
概
要
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
条
例
第

五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
六
本
木
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
準
備
組
合

理
事
長　

塚
原　

琢
哉

港
区
六
本
木
五
丁
目
二
番
三
号

二　

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

六
本
木
五
丁
目
西
地
区
市
街
地
再
開
発
事
業

高
層
建
築
物
の
設
置

三　

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
「
都
市
再
開
発
法
」
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第

告
　
　
　
示

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…�

一

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
等

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…�
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

　

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…�

四

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…�

五

公
　
　
　
告

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
区
画
整
理
課
）…�

五

正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号
…
…
…
…�

六

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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表
 
1
(
1)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

1
.
大
気
汚
染

 

工事の施行中 

[
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度

] 

予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（
年
間

98
％
値
）
に
変
換
し
た
値
は

0
.
0
58
p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.0
4～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下
）
を
満
足
す
る
。
建

設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

5
5.
0％
で
あ
る
。

 

ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（

2
％
除
外
値
）
に
変

換
し
た
値
は

0
.
04
5
mg
/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.
10
m
g/
m
3以
下
）
を
満
足
す
る
。
建
設
機
械
の
稼
働
に

伴
う
寄
与
率
は

20
.
0％
で
あ
る
。

 

 
工
事
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
よ
る
寄
与
率
を
極
力
少
な
く
す
る
た
め
、
建
設

機
械
の
集
中
稼
働
を
避
け
た
平
準
化
に
努
め
、
最
新
の
排
出
ガ
ス
対
策
型
の
建
設
機
械
の
使
用
に
努
め

る
と
と
も
に
、
建
設
機
械
の
不
必
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
の
防
止
や
良
質
な
燃
料
の
使
用
等
に
よ
り
、
二

酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
影
響
の
低
減
に
努
め
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
建
設
機
械
の
稼
働
に
よ
る
寄
与
率
低
減
に
努
め
る
こ
と
で
、
建
設
機
械
の
稼
働

に
伴
う
大
気
質
へ
の
影
響
は
低
減
さ
れ
る
と
考
え
る
。

 

 [工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度
] 

予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（
年
間

9
8
％
値
）
に
変
換
し
た
値

は
、
0
.0
3
7～

0.
0
39
p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.
04
～
0
.
06
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下
）
を
満

足
す
る
。
工
事
用
車
両
の
走
行
に
よ
る
寄
与
率
は

0
.0
4～

2
.0
6％
で
あ
る
。

 

ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（

2
％
除
外
値
）
に
変

換
し
た
値
は
、
0
.
03
9
mg
/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0.
1
0m
g
/m

3以
下
）
を
満
足
す
る
。
工
事
用
車
両
の
走

行
に
よ
る
寄
与
率
は

0
.
02
～
0
.0
4
％
で
あ
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
工
事
用
車
両
の
走
行
時
に
は
道
路
端
の
濃
度
は
環
境
基
準
を
満
足
し
、
工
事
用

車
両
に
よ
る
付
加
濃
度
は
小
さ
く
、
工
事
用
車
両
の
走
行
に
よ
る
影
響
は
小
さ
い
と
考
え
る
。

 

 

工事の完了後 

[
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度

] 

予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（
年
間

9
8
％
値
）
に
変
換
し
た
値

は
、
0
.0
3
8～

0.
0
39
p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.
04
～
0
.
06
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下
）
を
満

足
す
る
。
関
連
車
両
の
走
行
に
よ
る
寄
与
率
は

0.
3
5～

0.
8
6％
で
あ
る
。

 

ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（

2
％
除
外
値
）
に
変

換
し
た
値
は

0
.
03
9
mg
/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.
10
m
g/
m
3以
下
）
を
満
足
す
る
。
関
連
車
両
の
走
行
に

よ
る
寄
与
率
は

0.
0
2％
～

0
.0
6％
で
あ
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
関
連
車
両
の
走
行
時
に
は
道
路
端
の
濃
度
は
環
境
基
準
を
満
足
し
、
関
連
車
両

に
よ
る
付
加
濃
度
は
小
さ
く
、
関
連
車
両
の
走
行
に
よ
る
影
響
は
小
さ
い
と
考
え
る
。

 

 [
地
下
駐
車
場
の
供
用
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
大
気
中
に
お
け
る
濃

度
] 

予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（
年
間

9
8
％
値
）
に
変
換
し
た
値

は
、
0
.
04
3
pp
m
で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0.
0～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下
）
を
満
足
す
る
。

地
下
駐
車
場
の
供
用
に
伴
う
寄
与
率
は

22
.
4
％
で
あ
る
。

 

ま
た
、
予
測
し
た
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（

2
％
除
外
値
）
に
変

換
し
た
値
は

0
.
04
0
mg
/
m
3で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.
10
m
g/
m
3以
下
）
を
満
足
す
る
。
地
下
駐
車
場
の
供
用

に
伴
う
寄
与
率
は

8
.4
％
で
あ
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
下
駐
車
場
の
供
用
時
に
は
二
酸
化
窒
素
及
び
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
は
環

境
基
準
を
満
足
し
、
地
下
駐
車
場
か
ら
の
排
気
に
よ
る
付
加
濃
度
は
小
さ
く
、
地
下
駐
車
場
の
供
用
に

よ
る
影
響
は
小
さ
い
と
考
え
る
。

 

 [
熱
源
施
設
の
稼
働
に
伴
い
発
生
す
る
二
酸
化
窒
素
の
大
気
中
に
お
け
る
濃
度

] 

予
測
し
た
二
酸
化
窒
素
の
将
来
濃
度
（
年
平
均
値
）
を
日
平
均
値
（
年
間

98
％
値
）
に
変
換
し
た
値
は

0
.
0
40
p
pm
で
あ
り
、
環
境
基
準
（

0
.0
4～

0
.0
6
pp
m
の
ゾ
ー
ン
内
ま
た
は
そ
れ
以
下
）
を
満
足
す
る
。
熱

源
施
設
の
稼
働
に
伴
う
寄
与
率
は

1
5.
0％
で
あ
る
。

 

熱
源
施
設
に
つ
い
て
は
、
整
備
・
点
検
に
努
め
る
と
と
も
に
、
今
後
詳
細
を
検
討
す
る
中
で
よ
り
環
境

へ
の
影
響
を
低
減
す
る
よ
う
設
備
の
諸
元
等
の
検
討
を
行
う
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
熱
源
施
設
の
稼
働
時
に
は
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
は
環
境
基
準
を
満
足
し
、
熱
源

施
設
か
ら
の
排
気
に
よ
る
付
加
濃
度
は
小
さ
く
、
熱
源
施
設
の
稼
働
に
よ
る
影
響
は
小
さ
い
と
考
え
る
。 

 

 

 ・
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

 
対
象
事
業
の
実
施
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
、
事
業
計
画
の
内
容
や
事
業
区
域
及
び
周
辺
の
状
況
を
考
慮

し
た
上
で
環
境
影
響
評
価
の
項
目
を
選
定
し
、
調
査
並
び
に
予
測
・
評
価
を
行
っ
た
。
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の

結
論
は
、
表
 
1
(
1)
～

(7
)
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
 

 
な
お
、
事
業
区
域
は
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
第

40
条
第

4
項
に
規
定
す
る
「
良
好
な
環
境
を
確
保
し
つ
つ
都

市
機
能
の
高
度
化
を
推
進
す
る
地
域
」
内
に
あ
り
、
同
施
行
規
則
第

5
2
条
に
規
定
す
る
事
業
（
高
層
建
築
物
の
設
置
）

を
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
同
条
例
第

9
条
の
規
定
に
係
わ
ら
ず
、
同
施
行
規
則
第

54
条
に
定
め
る
環
境
影
響
評
価
の

項
目
を
選
定
し
、
東
京
都
環
境
影
響
評
価
技
術
指
針
に
基
づ
き
、
本
事
業
の
実
施
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

調
査
、
予
測
・
評
価
等
を
行
っ
た
。
 

 

 
 

別
記
（
原
文
の
ま
ま
記
載
）
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表
 
1
(
5)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

5.風
環
境
 

工事の完了後 

[
平
均
風
向
、
平
均
風
速
及
び
最
大
風
速
等
の
突
風
の
状
況
並
び
に
そ
れ
ら
の
変
化
す
る
地
域
の
範
囲
及

び
変
化
の
程
度

] 

防
風
対
策
を
行
わ
な
い
場
合
、
計
画
建
築
物
の
存
在
に
よ
り
新
た
に
領
域

C
(
中
高
層
市
街
地
相
当
の

風
環
境

)
に
変
化
す
る
地
点
が

7
地
点
生
じ
る
と
予
測
さ
れ
る
が
、
防
風
植
栽
等
に
よ
る
防
風
対
策
を
講

じ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
地
点
は
領
域

B
（
低
中
層
市
街
地
相
当
）
に
改
善
さ
れ
た
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
計
画
建
築
物
の
存
在
に
よ
り
、
事
業
区
域
周
辺
地
域
の
風
環
境
に
変
化
は
あ
る

も
の
の
、
建
設
前
と
ほ
ぼ
同
様
の
領
域

A(
住
宅
地
相
当
の
風
環
境

)及
び
領
域

B
(低
中
層
市
街
地
相
当
の

風
環
境

)に
相
当
す
る
風
環
境
が
維
持
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 

 

表
 
1
(
6)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

6.景
観
 

工事の完了後 

[
主
要
な
景
観
構
成
要
素
の
改
変
の
程
度
及
び
地
域
景
観
の
特
性
の
変
化
の
程
度

] 

事
業
区
域
及
び
そ
の
周
辺
は
中
層
建
築
物
が
主
体
で
あ
り
、
商
業
地
、
業
務
地
、
住
宅
地
が
モ
ザ
イ
ク

状
に
集
積
し
て
い
る
中
に
、
い
く
つ
か
の
超
高
層
建
築
物
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
主
要
な
景
観
の
構

成
要
素
の
改
変
の
程
度
は
小
さ
い
と
考
え
る
。

 

本
事
業
で
計
画
し
て
い
る
高
層
建
築
物
は
、
六
本
木
ヒ
ル
ズ
森
タ
ワ
ー
、
東
京
ミ
ッ
ド
タ
ウ
ン
ミ
ッ

ド
タ
ウ
ン
タ
ワ
ー
、
六
本
木
グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
等
に
よ
る
高
層
建
築
物
群
に
新
た
な
景
観
要
素
の
一
部

と
し
て
加
わ
り
、
当
該
地
区
の
景
観
と
調
和
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 
ま
た
、
「
港
区
景
観
計
画
」
（
平
成

27
年
1
2月

 
港
区
）
で
は
、
事
業
区
域
の
位
置
す
る
港
区
の
全
域

を
景
観
計
画
区
域
と
指
定
し
て
お
り
、
港
区
の
景
観
特
性
と
し
て
「
活
発
な
都
市
活
動
が
創
出
す
る
新

た
な
魅
力
あ
る
街
並
み
」
等
を
目
標
と
す
る
区
域
と
さ
れ
て
い
る
。
事
業
区
域
の
本
事
業
は
、
広
大
な
敷

地
を
一
体
的
に
緑
で
覆
う
立
体
的
な
屋
上
庭
園
の
整
備
に
よ
り
、
緑
豊
か
で
ま
と
ま
っ
た
オ
ー
プ
ン
ス

ペ
ー
ス
を
創
出
し
、
事
務
所
、
ホ
テ
ル
、
住
宅
棟
の
複
合
機
能
導
入
に
よ
り
、
敷
地
の
高
度
利
用
が
図
ら

れ
、
「
活
発
な
都
市
活
動
が
創
出
す
る
新
た
な
魅
力
あ
る
街
並
み
」
に
ふ
さ
わ
し
い
景
観
構
成
要
素
に
な

る
と
予
測
す
る
。

  

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
東
京
都
景
観
計
画
」
、
「
港
区
景
観
計
画
」
に
定
め
る
景

観
の
方
針
等
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 [
代
表
的
な
眺
望
地
点
か
ら
の
眺
望
の
変
化
の
程
度

] 

近
景
域
に
お
い
て
は
、
計
画
建
築
物
が
周
辺
の
建
築
物
と
と
も
に
都
市
景
観
の
新
た
な
シ
ン
ボ
ル
の

ひ
と
つ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
中
景
域
及
び
遠
景
域
に
お
い
て
は
、
計
画
建
築
物
は
周
辺
の
高
層
建
築
物

群
が
構
成
す
る
都
市
景
観
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
計
画
建
築
物
の
出
現
に
よ
る
代
表
的
な
眺
望
地
点
か
ら
の
眺
望
の
変
化
の
程
度

は
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
東
京
都
景
観
計
画
」
、
「
港
区
景
観
計
画
」
に
定
め
る
景
観
の
方
針
等
を
満

足
す
る
も
の
と
考
え
る
。

 

 [
圧
迫
感
の
変
化
の
程
度

] 

現
況
に
お
け
る
形
態
率
は

3
7.
6
～

4
5.
6
％
、
工
事
完
了
後
の
計
画
建
物
に
お
け
る
形
態
率
は

4
1.
1
～

6
3
.
8％
で
あ
り
、
変
化
量
は
、

-
3
.
6～

26
.
2ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

 

 
本
事
業
に
お
い
て
は
、
計
画
建
築
物
を
敷
地
境
界
か
ら
十
分
に
後
退
し
て
配
置
す
る
と
と
も
に
、
高

層
棟
を
事
業
区
域
中
央
部
に
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
建
築
物
と
可
能
な
限
り
隣
棟
間
隔
を
確
保

し
た
ゆ
と
り
あ
る
計
画
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
敷
地
外
周
部
に
高
木
・
中
木
等
の
植
栽
を
配
置
す
る
こ
と

に
よ
り
、
歩
行
者
の
視
界
か
ら
計
画
建
築
物
を
遮
る
こ
と
で
、
計
画
建
築
物
に
よ
る
圧
迫
感
の
低
減
に

努
め
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
圧
迫
感
の
軽
減
を
図
る
こ
と
」
と
す
る
評
価
の
指
標
を
満
足
す
る
も
の
と
考
え

る
。
 

 

  
 

 

表
 
1
(
2)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

2.騒
音
・
振
動
 

工事の施行中 

[
建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
騒
音
・
振
動

] 

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
騒
音
レ
ベ
ル
（

L
A
5 ）
は
、
地
上
解
体
工
事
の
実
施
時
（
工
事
着

工
後
6
ヶ
月
目
）
で
最
大

8
5
dB、
建
築
工
事
等
の
実
施
時
（
工
事
着
工
後

3
4ヶ
月
目
）
で
最
大

7
9
d
Bで
あ

り
、
評
価
の
指
標
と
し
た
勧
告
基
準
を
満
足
す
る
。
 

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
建
設
作
業
の
振
動
レ
ベ
ル
（

L
1
0 ）
は
、
地
上
解
体
工
事
の
実
施
時
（
工
事
着

工
後
6
ヶ
月
目
）
で
最
大

6
9d
B、
建
築
工
事
の
実
施
時
（
工
事
着
工
後

3
4ヶ
月
目
）
で
最
大

61
d
Bで
あ
り
、

評
価
の
指
標
と
し
た
勧
告
基
準
を
満
足
す
る
。
 

 [
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
騒
音
・
振
動

] 

工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
騒
音
レ
ベ
ル
（

L
A
e
q ）
は
、
N
o.
1～

2に
お
い
て
昼
間

66～
6
7d
B

で
あ
り
、
評
価
の
指
標
と
し
た
環
境
基
準
（
昼
間

70
d
B）
を
満
足
す
る
。
No
.
4
に
お
い
て
も
昼
間

6
3d
Bで

あ
り
、
環
境
基
準
（
昼
間

6
5
dB）
を
満
足
す
る
。
N
o
.3
は
昼
間
6
4
d
Bで
あ
り
、
環
境
基
準
（
昼
間

6
0d
B
）

を
満
足
し
な
い
も
の
の
、
増
加
量
は

1
d
B未
満
の
た
め
、
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
影
響
は
小
さ
い
。

な
お
、
工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
騒
音
レ
ベ
ル
の
増
加
分
は

1
d
B以
下
で
あ
る
。

 

工
事
用
車
両
の
走
行
に
伴
う
道
路
交
通
振
動
レ
ベ
ル
（

L
1
0 ）
は
、
N
o
.
1～

4に
お
い
て
、
昼
間

3
2～

5
4
d
B

で
あ
り
、
評
価
の
指
標
と
し
た
規
制
基
準
（
昼
間

6
0～

6
5d
B
）
を
満
足
す
る
。
な
お
、
工
事
用
車
両
の
走

行
に
伴
う
振
動
レ
ベ
ル
の
増
加
分
は
、
昼
間

1
d
B以
下
、
夜
間

1d
B
未
満
で
あ
る
。

 

 

 

表
 
1
(
3)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

3.日
影
 

工事の完了後 

[
冬
至
日
に
お
け
る
日
影
の
範
囲
、
日
影
と
な
る
時
刻
及
び
時
間
数
等
の
日
影
の
状
況
の
変
化
の
程
度

] 

[
日
影
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
る
影
響
に
特
に
配
慮
す
べ
き
施
設
等
に
お
け
る
日
影
と
な
る
時
刻
及
び
時

間
数
等
の
日
影
の
状
況
の
変
化
の
程
度

] 

事
業
区
域
周
辺
に
存
在
す
る
日
影
規
制
地
域
に
対
し
、
計
画
建
築
物
に
よ
り
生
じ
る
日
影
時
間
は
日

影
規
制
の
範
囲
内
に
収
ま
る
と
予
測
す
る
。

 

事
業
区
域
周
辺
地
域
へ
の
日
影
の
影
響
を
低
減
す
る
た
め
、
高
層
棟
を
事
業
区
域
中
央
部
に
配
置
す

る
こ
と
で
、
周
辺
へ
の
日
影
の
影
響
を
可
能
な
限
り
小
さ
く
す
る
よ
う
計
画
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

冬
至
日
に
お
い
て
、
計
画
建
築
物
に
よ
る

4時
間
以
上
の
日
影
が
生
じ
る
範
囲
は
、
敷
地
境
界
北
側
の
敷

地
境
界
か
ら
最
大

1
20

m程
度
の
範
囲
で
あ
り
、
日
影
規
制
地
域
に
は
生
じ
な
い
。
よ
っ
て
、
評
価
の
指
標

と
し
た
日
影
規
制
を
満
足
す
る
。

 

 

 

表
 
1
(
4)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

4.電
波
障
害
 

工事の完了後 

[
計
画
建
築
物
の
設
置
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
波
の
遮
へ
い
障
害
及
び
反
射
障
害

] 

計
画
建
築
物
に
よ
り
、
事
業
区
域
南
西
側
の
一
部
の
地
域
に
お
い
て
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
か
ら
の

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
の
遮
へ
い
障
害
が
生
じ
る
と
予
測
す
る
。
ま
た
、
事
業
区
域
北
東
側
に
お
い
て
、
衛

星
放
送
の
遮
へ
い
障
害
が
生
じ
る
と
予
測
す
る
。

 

 
し
か
し
、
計
画
建
築
物
に
よ
る
テ
レ
ビ
電
波
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
活

用
等
の
適
切
な
電
波
受
信
障
害
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
テ
レ
ビ
電
波
障
害
の
影
響
は
解
消
す
る

と
考
え
る
。

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
評
価
の
指
標
と
し
た
「
テ
レ
ビ
電
波
の
受
信
障
害
を
起
こ
さ
な
い
こ
と
」
を
満
足

す
る
も
の
と
考
え
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
東
京
都
告
示
第
千
四
百
二
十

五
号
及
び
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
六
百
四
十
七
号
に
よ
り
指

定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

指
定
を
解
除
す
る
区
域　

別
図
の
と
お
り
（
品
川
区
広
町
一
丁

目
地
内
）

二　

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類　

水
銀
及
び
そ

の
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三　

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類　

水
銀
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び
そ

の
化
合
物

四　

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置　

土
壌
汚
染
の
除
去

 

表
 
1
(
7)
 
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
 

項
 
目
 

内
 
容
 

7.史
跡
 

 
・
文
化
財
 

工事の施行中 

[
文
化
財
の
現
状
変
更
の
程
度

] 

事
業
区
域
に
隣
接
し
て
、
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
「
国
際
文
化
会
館
本
館
」
、
港
区
の
名

勝
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
が
存
在
す
る
。
隣
接
す
る
建
築
物
等
の
工
事
に
際
し
て
は
仮
囲
い
を
設
置
す
る
と

と
も
に
、
掘
削
工
事
に
際
し
て
は
、
山
留
め
を
設
置
し
地
盤
の
変
形
及
び
沈
下
を
抑
制
す
る
。
 

 
な
お
、
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
の
名
勝
指
定
範
囲
は
、
国
際
文
化
会
館
所
有
地
全
体
に
及
ぶ
。
国
際
文
化

会
館
の
西
館
や
庭
園
下
段
の
擁
壁
部
分
は
、
事
業
区
域
と
し
て
改
変
す
る
計
画
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら

の
区
域
に
つ
い
て
は
工
事
着
手
前
に
名
勝
の
現
状
変
更
に
係
る
許
可
手
続
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
そ
の

他
、
本
事
業
の
工
事
に
よ
り
、
「
国
際
文
化
会
館
本
館
」
や
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
の
保
存
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
「
文
化
財
保
護
法
」
「
東
京
都
文
化
財
保
護
条

例
」
「
港
区
文
化
財
保
護
条
例
」
に
基
づ
き
適
正
に
対
処
す
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
事
業
区
域
に
隣
接
す
る
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
の
「
国
際
文
化
会
館

本
館
」
及
び
港
区
名
勝
の
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
の
保
存
及
び
管
理
に
支
障
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。

 

 [
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
改
変
の
程
度

] 

事
業
区
域
内
に
は
、
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
含
ま
れ
、
こ
の
う
ち
一
部

に
つ
い
て
は
、
「
文
化
財
保
護
法
」
に
基
づ
き
「
埋
蔵
文
化
財
発
掘
届
」
を
提
出
し
、
東
京
都
教
育
委
員

会
、
港
区
教
育
委
員
会
と
の
協
議
を
踏
ま
え
、
記
録
保
存
の
た
め
の
発
掘
調
査
を
実
施
済
み
で
あ
る
。
そ

の
他
の
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
つ
い
て
は
、
港
区
教
育
委
員
会
の
指
導
に
基
づ
き
、
試
掘
・
確
認

調
査
は
実
施
済
み
で
あ
る
が
、
既
往
の
建
築
物
が
立
地
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
建
築
物
の
解
体
工

事
と
並
行
し
て
埋
蔵
文
化
財
の
発
掘
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
調
査
の
方
法
・
範
囲
に
つ
い
て
は
解

体
工
事
を
行
う
前
に
港
区
教
育
委
員
会
と
協
議
を
行
っ
た
う
え
で
確
定
す
る
。

 

 
な
お
、
事
業
区
域
全
域
が
「
江
戸
遺
跡
」
の
範
囲
と
な
っ
て
お
り
、
遺
跡
が
残
存
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
区
域
に
関
し
て
は
、
工
事
着
工
前
に
試
掘
・
確
認
調
査
等
を
実
施
す
る
よ
う
、
指
導
を
受
け
て
い

る
。
新
た
に
埋
蔵
文
化
財
が
発
見
さ
れ
た
場
合
は
、
東
京
都
教
育
委
員
会
、
港
区
教
育
委
員
会
へ
遅
滞
な

く
報
告
し
、
「
文
化
財
保
護
法
」
、
「
東
京
都
文
化
財
保
護
条
例
」
及
び
「
港
区
埋
蔵
文
化
財
取
扱
要
綱
」

に
基
づ
き
適
正
に
対
処
す
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
事
業
の
実
施
に
よ
り
事
業
区
域
内
の
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
を
改
変
す
る
が
、

適
正
に
対
処
す
る
こ
と
で
、
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
の
記
録
、
保
存
に
支
障
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。

 

 

工事の完了後 

[
文
化
財
周
辺
の
環
境
の
変
化
の
程
度

] 

事
業
区
域
内
に
は
指
定
・
登
録
文
化
財
は
存
在
し
な
い
が
、
事
業
区
域
に
隣
接
し
て
、
国
の
登
録
有
形

文
化
財
（
建
造
物
）
の
「
国
際
文
化
会
館
本
館
」
及
び
港
区
名
勝
の
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
が
存
在
す
る
。
 

 
日
影
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
南
側
に
位
置
す
る
計
画
建
築
物
（

E街
区
：
南
住
宅
棟
）
の
高
さ
を
抑
え

る
こ
と
で
、
文
化
財
へ
の
影
響
に
配
慮
し
た
計
画
と
し
て
い
る
た
め
、
現
況
に
比
べ
て
、
工
事
の
完
了
後

に
お
け
る
冬
至
日
の
日
影
の
及
ぶ
範
囲
が
概
ね
小
さ
く
な
る
と
予
測
さ
れ
る
。

 

 
風
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
「

8.
5
 
風
環
境
」
に
お
い
て
建
設
前
後
で
領
域

A（
住
宅
地
相
当
）
と
変
化

せ
ず
、
風
環
境
に
よ
り
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
予
測
す
る
。

 

 
以
上
の
こ
と
か
ら
、
事
業
区
域
に
隣
接
す
る
国
の
登
録
有
形
文
化
財
（
建
造
物
）
の
「
国
際
文
化
会
館

本
館
」
及
び
港
区
名
勝
の
「
旧
岩
崎
邸
庭
園
」
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
く
、
本
事
業
の
実
施

に
よ
り
、
周
辺
地
域
の
文
化
財
の
保
存
及
び
管
理
に
支
障
は
生
じ
な
い
と
考
え
る
。
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◉
東
京
都
告
示
第
千
百
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予

定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
宅
島
三
宅
村
伊
豆
五
九
〇
番
二
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）
、
六
二
六
番
三

二　

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
三
宅
村
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公
　
　
　
告

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事
等
の
完
了
に
つ

い
て



6令和6年11月18（月曜日）（第18188号） 東　京　都　公　報

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
対
策
工
事

等
は
、
完
了
し
た
。

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名　
　

八
王
子
市
小
比
企
町
千
三
百
三
十

一
番
三
の
一
部
、
千
三
百
三
十
二

番
二
及
び
千
三
百
三
十
三
番
一

八
王
子
市
並
木
町
三
番
二
十
号

福
南
地
所
株
式
会
社

　

代
表
取
締
役　

田
中　

弘
章

正
　
　
　
誤

○
令
和
六
年
九
月
三
十
日
付
東
京
都
訓
令
第
三
十
五
号

　

四
ペ
ー
ジ
上
段
の
様
式
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


